
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生ごみ・資源化できないプラスチック製品・皮革・

ゴム類・再資源化できない紙、布 等 

※食品ロス削減の取り組み 

「フードドライブ」もご利用ください！ 

小型複合製品・傘・小型家電・陶磁器・

小型金属製品・ガラス製品・スプレー

缶・電池・電球・蛍光灯など、指定袋に

入る５㎏未満のもの 

■もやすごみ 週２回 指定袋 

■その他不燃ごみ 週１回 共通指定袋 

再資源化 
できない 

プラスチック 
の製品 

プラスチック製の文房具や使い捨てライターな 
どのプラスチックと金属の複合製品等 

※使い捨てライターは、中身を使い切ってから出してください 

水銀０の乾電池は、そのまま指定袋に入

れて出してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※使用済小型家電の対象品目は「その他不燃ごみ」です。回収ボックスもご利用ください 

新聞・段ボール・雑誌・古本・

雑紙・紙箱・飲料用紙パック・

古着 

※古着は共通指定袋

で出してください 
■缶・ペットボトル 

週１回 共通指定袋 

■資源 月２回 ひもで縛る 
古着は共通指定袋 

※キャップとラベルは「プラスチック資源」へ 

ごみ電話受付センター 
・収集依頼 ☎0798-33-6776 

・持ち込み ☎0798-22-6600 

受付時間 月～金 9 時～17 時 30 分 

持ち込み 月～土 8 時～15 時 30 分 

（祝日含む） 

「リユース」の取り組みにご協力をお願いします！ 

 

■粗大ごみ 随時 

市ホームページ 
「粗大ごみにする前にリユース 
（再利用）しませんか！」 

 

市内の回収ボックス 

もご利用ください。 

※リチウムコイン電池（型式記号 CRおよび BR）は水銀を含んでいないので「その他不燃ごみ」に出してください。 

 

※ 

 

が、別途必要です。 

が、別途必要です。 

飲料用のスチール缶と飲料用のアルミ缶 

飲料、酒類、調味料（食用油脂を含まない）のペ

ットボトル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■プラスチック資源 週１回 共通指定袋 ■びん 月２回 コンテナ 

・「その他プラ」プラスチック製容器包装類
（プラスチック製容器包装リサイクル法の対
象品目） 
 
・原材料がすべてプラスチックであるプラス
チック使用製品 

 

プラマーク 

「その他プラ」プラスチック製容器包装類（プラスチック製容器包装リサイクル法の対象品目） 

原材料がすべてプラスチックであるプラスチック使用製品の例 

バケツ・洗面器 
プラスチック製の
ものに限る 

CD・CDケース 
プラスチック製の
ものに限る 

ストロー 
プラスチック製の
ものに限る 

タッパー型保存
容器 

定規・物差し 
プラスチック製の
ものに限る 

スポンジ 

食器 
プラスチック製の
ものに限る 

ラップ 
芯は除く 

ハンガー 
プラスチック製のもの
に限る 

クーラーボックス 
プラスチック製のも
のに限る。50cm 未
満のもの。 
 

プラモデル（モーター等を使用し
ていないもの）・フィルム・収納ボ
ックス・ポリ容器など 
柄の部分がプラスチック製のもの
に限る。50cm 未満のもの 

問い合わせ  西宮市役所美化企画課 ☎0798-35-8653 

飲料用、食品用のガラス製容器 

キャップは外してください 

対象品目であれば、割れていても出してください 

（（１ステーションあたり上限２万円） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  もやすごみ用 
  専用指定袋 

生ごみ・皮革・ゴム類・再資源化できない紙、布、 

再資源化できないプラスチック など 

。。 家電品（家電 4 品目を除く）・家具類・寝具類・指定袋
に入らないもの（棒状のものは 1 メートル以上）。また
は、5 ㎏以上のもの 

容器包装プラスチック 
プラスチックの製品 
（プラスチック素材かつ長さ 50ｃｍ未満） 

飲料用のスチール缶と飲料用のアルミ缶 

飲料、酒類、調味料（食用油脂を含まない）のペットボトル 

ガラスびん 

（飲料用、食品用のガラス製容器） 


